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令和３年第２回久留米広域市町村圏事務組合議会定例会会議録 

 

 

１  招集年月日   令和３年８月３０日（月） 

 

２  招 集 場 所   ホテルマリターレ創世 西館１階 アテナ 

          （久留米市東櫛原町９００） 

 

３  出 席 議 員  （１８名） 

１番  石井 俊一  君 

２番  中村 博俊  君 

３番  石井 秀夫  君 

４番  田中 功一  君 

５番  田中 良介  君 

６番  大熊 博文  君 

７番  佐藤 晶二  君 

８番  平木 一朗  君 

９番  筬島かおる  君 

１０番  入江 和隆  君 

１１番  佐々木益雄  君 

１２番  立山  稔  君 

１３番  中野 義信  君 

１４番  組坂 公明  君 

１５番  安丸眞一郎  君 

１６番  高橋 直也  君 

１７番  中島 和正  君 

１８番  小畠 裕司  君 

 

４  欠 席 議 員   （０名） 

 

５  地方自治法第１２１条に基づく出席者 

【執行部】 

組合長             大久保 勉  君 

副組合長           倉重 良一  君 

副組合長           加地 良光  君 

副組合長           髙木  典雄  君 

副組合長           中山 哲志  君 

副組合長           境  公雄  君 

代表監査委員    権藤  滿 君 

会計管理者         大久保 隆  君 
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【事務局】 

事務局理事(兼)事務局長    衛本みどり  君 

事務局次長         久次美和子  君 

総務主査           池田 周平  君 

【消防本部】 

消防長             秋吉  弘章  君 

消防次長           川島父三男  君 

久留米消防署長     平山 文彦 君 

三井消防署長       執行  悟  君 

浮羽消防署長       橋本 俊之  君 

三潴消防署長       髙橋  浩  君 

大川消防署長       岡部 幸則 君 

総務担当次長(兼)総務課長 江頭 宣昭  君 

人事研修課長       長谷  義  君 

予防課長           出利葉 操  君 

救急防災課長       服部 辰典  君 

救急防災課救急主幹    村田 康裕  君 

情報指令課長       上野  護 君 

 

６  議事日程 

日 程 第 １  議長の選挙 

 

日 程 第 ２  議席の指定及び一部変更 

 

日 程 第 ３  会期の決定 

 

日 程 第 ４  副議長の選挙 

 

日 程 第 ５  認定第１号  令和２年度久留米広域市町村圏事務組合一般会計歳

入歳出決算の認定について 

 

日 程 第 ６  認定第２号  令和２年度久留米広域市町村圏事務組合ふるさと振

興事業特別会計歳入歳出決算の認定について 

 

日 程 第 ７  認定第３号  令和２年度久留米広域市町村圏事務組合小児救急医

療支援事業特別会計歳入歳出決算の認定について 

 

日 程 第 ８  認定第４号  令和２年度久留米広域市町村圏事務組合広域消防特

別会計歳入歳出決算の認定について 
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日 程 第 ９  第１１号議案 福岡県市町村職員退職手当組合を組織する地方公共

団体の数の増加及び福岡県市町村職員退職手当組合

規約の変更についての専決処分について 

 

日程第１０  第１２号議案  交通事故による損害賠償の専決処分について 

 

日程第１１  第１３号議案  令和３年度久留米広域市町村圏事務組合広域消防特

別会計補正予算（第１号） 

 

日程第１２  第１４号議案  財産（高規格救急自動車）の取得について 

 

日程第１３  会議録署名議員の指名 
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＝午後２時３０分開会＝ 

◎  開      会 

○書記長（衛本みどり君）皆さんこんにちは。 

久留米広域市町村圏事務組合事務局の衛本でございます。 

本日は、大変お忙しい中、久留米広域市町村圏事務組合議会定例会にご出席を

賜りまして誠にありがとうございます。 

本年６月に久留米市議会及び大川市議会の組合議員の交代がございましたこと

から、現在、当組合議会の議長及び副議長が不在となっております。 

従いまして、議長が選挙されますまでの間、地方自治法第１０７条の規定によ

り、出席議員の皆様の中で年長の議員になられる方が臨時に議長の職務を行うこ

ととなっております。 

本日は、出席議員中で、中野義信議員が年長の議員でございますので、ご紹介

申し上げます。 

中野議員、議長席へお願いしたします。 

   （臨時議長中野義信君議長席に着く） 

○臨時議長（中野義信君）ただいまご紹介いただきましたうきは市議会の中野でござ

います。 

それでは、地方自治法第１０７条の規定によりまして、臨時に議長の職務を務

めさせていただきます。 

どうぞよろしくお願いいたします。 

それでは、これより、令和３年第２回久留米広域市町村圏事務組合議会定例会

を開会いたします。 

直ちに本日の会議を開きます。 

この際、議事の進行上、仮議席を指定いたします。 

仮議席は、ただいまご着席の議席と指定いたします。 

◎  日程第１  議長の選挙 

○臨時議長（中野義信君）これより、日程第１、「議長の選挙」を行います。 

お諮りいたします。 

選挙の方法につきましては、地方自治法第１１８条第２項の規定により、指名

推選で行いたいと思います。 

これにご異議はありませんか。 

（『なし』と呼ぶ者あり） 

異議なしと認めます。 

よって、選挙の方法は、指名推選で行うことに決定いたしました。 

お諮りします。 

指名の方法につきましては、臨時議長において指名することにいたしたいと思

います。 

これにご異議はありませんか。 
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（『なし』と呼ぶ者あり） 

異議なしと認めます。 

よって、臨時議長において指名することに決定いたしました。 

それでは、石井俊一議員を議長に指名いたします。 

お諮りします。 

ただいま指名いたしました石井俊一議員を、議長の当選人と定めることにご異

議はありませんか。 

（『なし』と呼ぶ者あり） 

異議なしと認めます。 

よって、石井俊一議員が議長に当選されました。 

ただいま当選されました石井俊一議員が議場におられますので、本席から会議

規則第３１条第２項の規定により告知をいたします。 

それでは、石井俊一議員に、演壇より議長就任のご挨拶をお願いいたします。 

○議長（石井俊一君）皆さんこんにちは。 

ただいま、議長に選出いただきました、石井でございます。 

今後、どうぞよろしくお願いいたします。この４市２町広域圏発展のために、

それぞれの行政の方々、議会の方々の協力を得ながら、より良い地域づくりにし

っかりと取り組んでいきたいと思っております。円滑な議事運営に皆様方のご協

力をよろしくお願いいたします。 

以上、簡単ですが、議長の就任のご挨拶とさせていただきます。 

今後、どうぞよろしくお願いいたします。（拍手） 

○臨時議長（中野義信君）議長就任のご挨拶は終わりました。 

石井議長、議長席にお着き願います。 

   （臨時議長中野義信君議長席を退き、議長石井俊一君議長席に着く） 

◎  日程第２  議席の指定及び一部変更 

○議長（石井俊一君）それでは、日程第２、「議席の指定及び一部変更」を行います。 

本年５月の大木町議会、６月の久留米市議会及び大川市議会において、組合議

会議員の改選が行われております。 

よって、会議規則第３条第１項及び第２項の規定により、議席の指定及び一部

変更をいたしたいと思います。 

まず、議席の指定を行います。 

議員の氏名とその議席の番号を事務局に朗読させます。 

○書記（池田周平君） 

   １番 石 井 俊 一 議員 

   ９番 筬 島 かおる 議員 

  １８番 小 畠 裕 司 議員 

   以上でございます。 

○議長（石井俊一君）ただいま朗読のとおり議席を指定いたします。 

続いて、ただいまの議席の指定に関連して議席の一部を変更したいと思います。 
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変更いたします議席番号及び氏名を事務局に朗読させます。 

○書記（池田周平君） 

   ９番 平 木 一 朗 議員を８番へ、 

   以上でございます。 

○議長（石井俊一君）お諮りいたします。 

ただいま朗読いたしましたとおり、議席の一部を変更することにご異議はあり

ませんか。 

   （『なし』と呼ぶ者あり） 

ご異議なしと認めます。 

よって、ただいま朗読いたしましたとおり、議席の一部を変更することに決定

いたしました。 

◎  日程第３  会期の決定 

○議長（石井俊一君）次に、日程第３、「会期の決定」を議題といたします。 

お諮りします。 

本定例会の会期は、本日１日間としたいと思います。 

これにご異議はありませんか。 

（『なし』と呼ぶ者あり） 

異議なしと認めます。 

よって、会期は、本日１日間と決定いたしました。 

◎  日程第４  副議長の選挙 

○議長（石井俊一君）日程第４、「副議長の選挙」を行います。 

お諮りいたします。 

選挙の方法につきましては、地方自治法第１１８条第２項の規定により、指名

推選で行いたいと思います。 

これにご異議ありませんか。 

（『なし』と呼ぶ者あり） 

ご異議なしと認めます。 

よって、選挙の方法は、指名推選で行うことに決定いたしました。 

お諮りいたします。 

指名の方法につきましては、議長において指名することにいたしたいと思いま

す。 

これにご異議ありませんか。 

（『なし』と呼ぶ者あり） 

ご異議なしと認めます。 

よって、議長において指名することに決定いたしました。 

それでは、１０番、入江和隆議員を副議長に指名いたします。 

お諮りいたします。 

只今、指名いたしました入江和隆議員を、副議長の当選人と定めることにご異
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議ありませんか。 

（『なし』と呼ぶ者あり） 

ご異議なしと認めます。 

よって、入江和隆議員が副議長に当選されました。 

只今、当選されました入江和隆議員が議場におられますので、本席から会議規

則第３１条第２項の規定により告知をいたします。 

入江議員に演壇より、副議長就任のご挨拶をお願いいたします。 

○副議長（入江和隆君）只今、副議長にご指名いただきました、小郡市議会議長の入

江でございます。 

私も石井議長を補佐して、久留米広域圏組合議会が円滑に運営できますこと、

また、この４市２町の圏域のますますの発展のため、しっかり努めて参りたいと

思います。皆様方のご支援、ご協力を賜りますようお願いを申し上げまして、簡

単ではございますが、就任の挨拶とさせていただきます。どうぞよろしくお願い

いたします。（拍手） 

○議長（石井俊一君）就任のご挨拶が終わりました。 

◎  日程第５  認定第１号 

◎  日程第６  認定第２号 

◎  日程第７  認定第３号 

◎  日程第８  認定第４号 

○議長（石井俊一君）それでは、日程第５、認定第１号「令和２年度久留米広域市町

村圏事務組合一般会計歳入歳出決算の認定について」から、日程第８、認定第４

号「令和２年度久留米広域市町村圏事務組合広域消防特別会計歳入歳出決算の認

定について」までの４件は、いずれも決算案件であり、関連がありますので、一

括して議題といたします。 

組合長に提案理由の説明を求めます。 

大久保組合長。 

○組合長（大久保勉君）皆様、こんにちは。 

本日、ここに令和３年第２回組合議会定例会を招集いたしましたところ、議員

の皆様におかれましては、ご多用中のところ、また、新型コロナウイルス感染拡

大による影響が続く中、ご出席を賜り誠にありがとうございます。 

また、日頃から当組合の運営に対しまして、多大なるご支援、ご協力を賜り感

謝申し上げます。 

まず、このたび、８月の停滞前線の影響で、西日本を中心に記録的な大雨が続

き、福岡、佐賀、長崎、広島の４県では、大雨特別警報が発表されました。 

本圏域におきましても、河川等の水位上昇による内水氾濫が各地で発生し、大

きな被害をもたらしました。 

被災された皆様に、心からお見舞いを申し上げます。 

さて、本年５月の大木町議会、６月の久留米市議会及び大川市議会において、

当組合議会議員に選出されました議員の皆様におかれましては、本圏域発展のた
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め、ご支援、ご協力を賜りますよう、お願い申し上げます。 

そして、先ほど議長に選出されました石井議長、副議長に選出されました入江

副議長におかれましては、心からお祝い申し上げますとともに、今後ともご指導

を賜りますよう、お願い申し上げます。 

ここで、皆様ご承知のとおりではございますが、本年４月に小郡市の市長選挙

が行われ、加地市長が２期目のご当選をなされておりますので、ご報告申し上げ

ます。 

それでは、認定第１号から認定第４号につきまして、一括してご説明を申し上

げます。 

この４件の決算は、いずれも地方自治法第２３３条各項の決算に関する規定に

基づきまして、会計管理者から決算に係る書類の提出を受け、監査委員の審査に

付した決算を、監査委員の意見書及び事業実績報告書を添えて認定を求めるもの

でございます。 

まずは、認定第１号 令和２年度一般会計についてでございます。 

歳入決算額は、３，５４１万１，０２１円でございまして、予算現額に対する

収入率は、９８．９％となっております。 

歳出決算額は、３，２６４万５，６００円でございまして、予算現額に対する

執行率は、９１．２％となったところでございます。 

歳入決算額から歳出決算額を差し引いた実質収支額２７６万５，４２１円は、

翌年度に繰り越しいたしております。 

次に、認定第２号 令和２年度ふるさと振興事業特別会計についてでございます。 

歳入決算額は、１，５２０万６，４３９円でございまして、予算現額に対する

収入率は、９２．９％となっております。 

歳出決算額は、１，３２０万１，４１１円でございまして、予算現額に対する

執行率は、８０．６％となったところでございます。 

歳入決算額から歳出決算額を差し引いた実質収支額２００万５，０２８円は、

事務事業の整理により、令和２年度末をもって、ふるさと振興事業を廃止いたし

ましたことから、翌年度の一般会計に帰属いたしております。 

次に、認定第３号 令和２年度小児救急医療支援事業特別会計についてでござい

ます。 

歳入決算額は、３，５１５万７，０２７円でございまして、予算現額に対する

収入率は、９９．９％となっております。 

歳出決算額は、３，３５２万４，１９２円でございまして、予算現額に対する

執行率は、９５．２％となったところでございます。 

歳入決算額から歳出決算額を差し引いた実質収支額１６３万２，８３５円は、

翌年度に繰り越しいたしております。 

次に、認定第４号 令和２年度広域消防特別会計についてでございます。 

歳入決算額は、６５億２０６万３，５３７円でございまして、予算現額に対す

る収入率は、１００．３％となっております。 

歳出決算額は、５８億６，２５８万４，１５５円でございまして、予算現額に
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対する執行率は、９０．５％となったところでございます。 

歳入決算額から歳出決算額を差し引いた ６億３，９４７万９，３８２円を翌年

度に繰り越しいたしております。 

以上で、４件の決算の説明を終わり、詳細は、担当に説明をさせますが、何卒、

慎重なるご審議のうえ、満場のご賛同を賜りますようお願い申し上げます。 

○議長（石井俊一君）これより担当者からの説明を求めます。 

○事務局理事（衛本みどり君）議長。 

○議長（石井俊一君）衛本事務局理事。 

○事務局理事（衛本みどり君）事務局の衛本でございます。 

令和２年度各会計決算について、事務局が所管いたします、一般会計、ふるさ

と振興事業特別会計、小児救急医療支援事業特別会計につきまして、決算附属書

類の事項別明細書により、ご説明いたします。 

まず、一般会計でございます。 

決算附属書類の１ページをお願いいたします。 

歳入でございますが、１款１項１目１節 経常費負担金 ３，２８８万円は、事

務局の経常経費に係る構成市町の負担金でございます。 

内訳は、事務費相当額 ４５０万円、構成市町からの事務局派遣職員３名に係る

人件費相当額 ２，８３８万円でございます。 

３款１項１目１節 繰越金 ２５２万８，９２３円は、前年度からの繰越額でご

ざいます。 

２ページをお願いいたします。 

４款 諸収入は、２項１目１節 雑入 ２，０９８円を収入いたしております。歳

入総額は、３，５４１万１，０２１円でございます。 

３ページをお願いいたします。 

歳出でございますが、１款 議会費 １８３万９，７５９円は、組合議会の運営

に係る経費で、組合議会議員１８名分の議員報酬及び組合議会の会場使用料でご

ざいます。 

２款 総務費は、事務局運営に係る経常経費で、１項１目１節 報酬 ６９万９１

０円は、会計年度任用職員６ヶ月分の報酬でございます。 

２節 給料 ７３万２，０００円は、正副組合長６名分の給料でございます。 

３節 職員手当等 １４万８９４円及び４節 共済費 １２万６，８６７円は、会

計年度任用職員６ヶ月分の経費でございます。 

７節 報償費 ９万１，０８０円は、訴訟委任契約に伴う弁護士への謝金でござ

います。 

１０節 需用費 ４１万６，０７８円は、事務用品等の消耗品費、議案書等の印

刷製本費が主なものでございます。 

４ページをお願いいたします。 

１１節 役務費 １５万３，７８２円は、電話料金及び切手代の通信運搬費でご

ざいます。 

１８節 負担金・補助及び交付金２，８０９万４，０５０円は、事務局職員派遣
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元の久留米市及び大川市に対します人件費負担金でございます。 

２項 文書広報費 １８万７，０００円は、附属機関であります情報公開・個人

情報保護審議会及び審査会に係る経費で、審議会委員９名、審査会委員７名分の

委員報酬及び審査会答申作成に係る委員への謝金でございます。 

４項 監査委員費 １３万円は、監査委員２名分の委員報酬でございます。 

５ページをお願いいたします。 

以上、歳出総額は、３，２６４万５，６００円でございます。 

次に、ふるさと振興事業特別会計でございます。 

こちらの会計は、ふるさと振興事業の廃止に伴い、令和２年度をもって廃止と

なります。 

９ページをお願いいたします。 

歳入でございますが、１款 財産収入は、ふるさと振興基金の運用収入でござい

ます。１項１目１節 利子及び配当金は、国債の利子収入 １，１００万円でござ

います。 

３款１項１目１節 繰越金 ３９２万１，８１９円は、前年度からの繰越額でご

ざいます。 

１０ページをお願いいたします。 

４款 諸収入 １２万６２０円は、結婚サポート事業に係るイベント参加料が主

なものでございます。 

５款 県支出金 １６万４，０００円は、結婚サポート事業における新型コロナ

ウイルス感染症防止対策に対する県の補助金でございます。 

以上、歳入総額は、１，５２０万６，４３９円でございます。 

１１ページをお願いいたします。 

歳出でございますが、１款 事業費は、各種ふるさと振興事業を実施するための

経費でございます。 

令和２年度につきましては、新型コロナウイルス感染症の影響で、一部の事業

の実施を見送りました。 

１節 報酬 ６９万６，６２０円、３節 職員手当等 ４万２，２６８円及び４節 

共済費 １２万４，７７０円は、会計年度任用職員６ヶ月分の経費でございます。 

７節 報償費 ４万５，６０６円は、ドリームスＦＭラジオ放送「ちくご路かわ

ら版」の聴取者に対する地場産品等のプレゼント代が主なものでございます。 

１０節 需用費 ４５万２，８７０円は、事務用品等の消耗品費及び結婚サポー

ト事業のイベント開催に係る食糧費が主なものでございます。 

１１節 役務費 ６３万４，６９７円は、ラジオ放送「ちくご路かわら版」の広

告料 ５５万円 が主なものでございます。 

１２節 委託料 ５０万５，６７０円の内訳は、当組合ホームページ「ちくご遊

学」の更新及び保守管理に係るインターネット情報提供業務委託料 ２８万３，４

７０円、結婚サポート事業の司会業務等の委託料 ２２万２，２００円でございま

す。 

１３節 使用料及び賃借料 ８７万８，５１０円は、事務局公用車の年間リース
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料 ４４万６，１６０円、インターネット行政情報サービス使用料 ４２万２，４

００円が主なものでございます。 

２７節 繰出金 ９８１万６，０００円は、小児救急医療支援事業の運営に要す

る費用といたしまして、当該特別会計へ繰り出したものでございます。 

１２ページをお願いいたします。 

以上、歳出総額は、１，３２０万１，４１１円でございます。 

次に、小児救急医療支援事業特別会計でございます。 

１５ページをお願いいたします。 

歳入でございますが、１款１項１目１節 保健衛生費負担金 １，７２８万９，

０００円の内訳は、構成市町負担金 １，２８０万６，０００円、鳥栖市、基山町、

上峰町、みやき町、吉野ヶ里町及び柳川市からの近隣市町協力金 ４４８万３，０

００円でございます。 

２款１項１目１節 保健衛生費補助金 ６４０万２，０００円は、福岡県からの

救急医療施設運営費等補助金でございます。 

３款１項１目１節 繰入金 ９８１万６，０００円は、ふるさと振興事業特別会

計からの繰入金でございます。 

４款１項１目１節 繰越金 １６５万２７円は、前年度からの繰越額でございま

す。 

１６ページをお願いいたします。 

以上、歳入総額は、３，５１５万７，０２７円でございます。 

１７ページをお願いいたします 

歳出でございますが、１款 小児救急運営費は、小児救急医療支援事業を運営す

るために要する経費でございまして、１項１目１節 報酬 ７万７，０００円は、

久留米広域小児救急医療支援事業運営委員会委員８名分の委員報酬でございます。 

１２節 委託料 ９万９，０００円は小児救急センターのポスター作成業務に係

る委託料でございます。 

１８節 負担金・補助及び交付金 ３，３３３万３，９９２円は、久留米広域小

児救急センター運営及び小児科医研修事業への補助金でございます。 

内訳は、小児救急センターに出務する医師の人件費等として久留米医師会に対

して ２，０４９万５，０００円、看護師及び事務員の人件費等として聖マリア病

院に対して １，０８３万８，９９２円、小児科医研修事業を実施する久留米大学

に対して ２００万円 でございます。 

以上、歳出合計は、３，３５２万４，１９２円でございます。 

ここで、説明を交代させていただきます。 

○総務担当次長（江頭宣昭君）議長。 

○議長（石井俊一君）江頭総務担当次長。 

○総務担当次長（江頭宣昭君）消防本部総務担当次長の江頭でございます。 

広域消防特別会計についてご説明させていただきます。 

それでは、２１ページをお願いいたします。 

まず、歳入決算でございます。１款 分担金及び負担金、１項１目 市町負担金 
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４３億７，４０９万８，２７９円は、当消防本部を構成いたします４市２町から

の負担金でございます。 

１節 経常費負担金 ３８億８，３５１万９，０００円は、人件費や物件費など、

経常経費に係る負担金でございます。 

２節 特別負担金 ４億９，０５７万９，２７９円は、退職手当分 １億４，１７

９万７，０００円、特殊車両整備分 ４７万円、組合債償還分 ３億２,９４０万６，

１９２円、地域医療連携事業分 ２７９万４，３６４円、旧大川市消防本部職員の

現給保障分 ９８４万６００円、消防本部庁舎非常用発電機外改修工事分 ６２７

万１，１２３円でございます。 

２目 事業費負担金 ６億６，５３９万２０５円は、筑後地域消防指令センター

の運営経費といたしまして、当消防本部以外の６消防本部から収入したものでご

ざいます。 

２款 使用料及び手数料、１項１目 施設使用料 １０９万３，３２３円は、自動

販売機、電柱等の設置に係る行政財産使用料でございます。 

２項１目 消防手数料 ５０１万６，３５０円は、危険物施設の許認可事務手数

料が主なものでございます。 

３款１項１目 消防費国庫補助金 １４４万４，３２６円は、令和２年７月豪雨

の際に、熊本県へ出動したことに対します緊急消防援助隊活動費負担金でござい

ます。 

２２ページをお願いいたします。 

５款 財産収入、１項１目 物品売払収入 ６８４万５，８５５円は、車両８台の

売却収入でございます。 

２目 不動産売払収入 ３，９２０万円は、旧善導寺出張所用地の売却収入でご

ざいます。 

２項１目 利子及び配当金 １，２１７円は、財政調整基金の利子でございます。 

２目 財産貸付収入 ３３万５０１円は、旧善導寺出張所用地の貸付収入でござ

います。 

２３ページをお願いいたします。 

６款１項１目 財政調整基金繰入金 ５，４１０万２，４３９円は、消防本部庁

舎非常用発電機外改修工事費の財源として繰り入れたものでございます。 

７款１項１目 繰越金 ４億２，４８４万４，７６６円は、前年度からの繰越金

でございます。 

８款 諸収入、１項１目 組合預金利子 １，１４２円は、利子収入でございます。 

２項１目 雑入 ２,５１９万５，１３４円は、消防救急無線デジタル化整備事業

等に係る市町村振興協会助成金 ２，１６２万４，７９７円、高速自動車国道救急

業務支弁金 ２２３万４，５２０円が主なものでございます。 

９款１項１目 消防債 ９億４５０万円は、高規格救急自動車２台購入の財源と

いたしまして施設整備事業債 ２，３９０万円、高規格救急自動車１台、資機材搬

送車１台、救助工作車１台、水槽付きポンプ自動車１台、消防本部庁舎非常用発

電機外改修工事、浮羽消防署空気充填機設置及び指令システム・デジタル無線部
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分改修整備の財源としての緊急防災・減災事業債 ８億８，０６０万円でございま

す。 

以上、歳入総額は、６５億２０６万３，５３７円でございます。 

続きまして、歳出決算でございます。 

２４ページをお願いいたします。 

１款１項１目 常備消防費は、消防本部及び消防署所の事務事業に要する経費で

ございまして、１節 報酬 ２，１０５万７，３９２円は、会計年度任用職員１２

名分でございます。 

２節 給料から４節 共済費は、消防職員４２７名分の人件費が主なものでござ

います。 

７節 報償費 １４６万５，６５９円は、救急症例検討会等に係る講師謝金、少

年消防クラブ育成に係る資器材等購入費が主なものでございます。 

８節 旅費のうち、費用弁償 ９５万２，９７７円は、会計年度任用職員の通勤

手当、旅費 ４３３万１，１４０円は、県消防学校への入校旅費が主なものでござ

います。 

９節 交際費 ８万３，０９２円は、消防長、消防署長の公務に要した交際費で

ございます。 

２５ページをお願いいたします。 

１０節 需用費のうち、消耗品費 ７，０７８万７，６８７円は、消防職員の制

服、防火服などの被服及び消防、救急、救助業務に必要な消耗品購入費が主なも

のでございます。 

燃料費 １，７２４万５，０４９円は、消防車両の燃料及び庁舎用プロパンガス

料金が主なものでございます。 

印刷製本費 ２５４万５，５０１円は、広報紙、久留米広域消防だよりの印刷費

及び予防・救急業務に係る印刷物作成費が主なものでございます。 

光熱水費 ２，９５８万９，９３６円は、消防本部庁舎、消防署所及び筑後地域

消防指令センターの電気・水道・都市ガス料金でございます。 

修繕料 ２,２７０万４４円は、車検及び車両修繕、庁舎設備等に係る修繕料が

主なものでございます。 

１１節 役務費の内、通信運搬費 ３,３２４万３３６円は、一般電話回線、専用

線及び携帯電話通話料のほか、筑後地域での通信指令回線費用や１１９番通報の

際に、災害発生場所を瞬時に把握するための「発信地表示システム」使用料が主

なものでございます。 

手数料 １，３１７万７，２１０円は、救急業務に係る医師の指示手数料、酸素

ボンベ等の耐圧検査手数料、資機材の点検手数料が主なものでございます。 

保険料 ５８３万２，３５７円は、自動車保険料及び建物災害共済費が主なもの

でございます。 

１２節 委託料 １１億９，２４０万８，８９１円は、指令システム・デジタル

無線部分改修整備、庁舎清掃、事務用機器等保守、庁舎設備や救急資機材等の点

検に係る委託料が主なものでございます。 
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１３節 使用料及び賃借料 ２，００１万１，８７６円は、消防署所の下水道使

用料及びパソコン等事務用機器借上料が主なものでございます。 

１５節 原材料費 ２０万３，２０８円は、水防訓練等に必要な原材料の購入費

でございます。 

１７節 備品購入費 ７７９万８，７８０円は、消防用ホースや潜水資機材、救

命ボート等の災害現場活動に要する資機材の購入費が主なものでございます。 

１８節 負担金・補助及び交付金 ２，５５４万３，３８７円は、県消防学校へ

の入校負担金、救急救命士３名の養成に係る研修負担金が主なものでございます。 

２４節 積立金 １，２１７円は、財政調整基金利子を積み立てたものでござい

ます。 

２６節 公課費 ２４３万４，８００円は、車両４７台分の自動車重量税が主な

ものでございます。 

続きまして、２目 消防施設費は、庁舎設備、車両等の整備に要する経費でござ

いまして、１０節 需用費 １８７万３，５２０円は、三井消防署三国出張所ホー

ス乾燥台の修繕料でございます。 

１２節 委託料 ６８７万９，７３０円は、消防本部庁舎非常用発電機外改修工

事に係る施工監理委託料が主なものでございます。 

１４節 工事請負費 ２億８，０６０万１００円は、消防本部庁舎非常用発電機

外改修、久留米消防署南出張所防水・空調設備改修に係る工事請負費でございま

す。 

２６ページをお願いいたします。 

１７節 備品購入費 ３億４，７４４万６，３１５円は、高規格救急自動車３台、

資機材搬送車１台、救助工作車１台、水槽付きポンプ車１台、空気充填機の購入

費が主なものでございます。 

２款１項１目 公債費元金 ３億４,１６６万７，３７３円は、平成２５年度から

平成３０年度までに発行いたしました組合債に係る元金償還金でございます。 

２目 利子 ４７４万１，１３４円は、平成２５年度から令和元年度までに発行

いたしました組合債に係る利子償還金でございます。 

以上、歳出総額は、５８億６，２５８万４，１５５円でございます。 

簡単ではございますが、以上で広域消防特別会計の説明を終わらせていただき

ます。 

○議長（石井俊一君）担当者からの説明は終わりました。 

続きまして、代表監査委員に決算審査の報告を求めます。 

権藤監査委員。 

○代表監査委員（権藤滿君）代表監査委員の権藤です。 

   令和２年度の当組合の決算審査意見は、一般会計、特別会計ともに適正に執行

されており、修正の要はありませんでした。 

   決算に対する意見そのものではありませんが、「小児救急医療支援特別会計」

について、負担金（協力金）を出していない近隣市町の住民の利用があるので、

当該の市町には負担を求めたほうがいいと思われます。 
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   引き続き効率性を重視した当組合の事業運営をされるよう望みます。 

   以上です。 

○議長（石井俊一君）代表監査委員の報告は終わりました。 

これより質疑を行います。 

質疑はありませんか。 

（『なし』と呼ぶ者あり） 

質疑なしと認めます。 

これより討論を行います。 

討論はありませんか。 

（『なし』と呼ぶ者あり） 

討論なしと認めます。 

お諮りいたします。 

認定第１号から認定第４号までの４件の決算を、認定することにご異議はあり

ませんか。 

（『なし』と呼ぶ者あり） 

ご異議なしと認めます。 

よって、認定第１号から認定第４号までの４件は、いずれも認定することに決

定いたしました。 

◎  日程第９    第１１号議案 

○議長（石井俊一君）次に、日程第９、第１１号議案「福岡県市町村職員退職手当組

合を組織する地方公共団体の数の増加及び福岡県市町村職員退職手当組合規約の

変更についての専決処分について」を議題といたします。 

組合長に提案理由の説明を求めます。 

大久保組合長。 

○組合長（大久保勉君）第１１号議案、福岡県市町村職員退職手当組合を組織する地

方公共団体の数の増加及び福岡県市町村職員退職手当組合規約の変更についての

専決処分についての提案理由につきまして、ご説明申し上げます。 

本件は、令和３年４月１日から、田川地区広域環境衛生施設組合が、福岡県市

町村職員退職手当組合へ新規加入することに伴い、構成団体数の増加及び同退職

手当組合の規約の変更について、議会の議決を求める必要が生じましたが、緊急

を要したため、専決処分をいたしておりますので、ここにご報告申し上げ、承認

を求めるものでございます。 

以上をもちまして、簡単ではございますが、提案理由の説明を終わらせていた

だきます。よろしくお願いいたします。 

○議長（石井俊一君）提案理由の説明は終わりました。 

これより質疑を行います。 

質疑はありませんか。 

（『なし』と呼ぶ者あり） 

質疑なしと認めます。 
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これより討論を行います。 

討論はありませんか。 

（『なし』と呼ぶ者あり） 

討論なしと認めます。 

お諮りいたします。 

第１１号議案を、承認することにご異議はありませんか。 

（『なし』と呼ぶ者あり） 

ご異議なしと認めます。 

よって、第１１号議案は、承認されました。 

◎  日程第１０    第１２号議案 

○議長（石井俊一君）次に、日程第１０、第１２号議案「交通事故による損害賠償の

専決処分について」を議題といたします。 

組合長に提案理由の説明を求めます。 

大久保組合長。 

○組合長（大久保勉君）第１２号議案、交通事故による損害賠償の専決処分について

の提案理由について、ご説明申し上げます。 

本件は、令和３年１月１９日、公務により浮羽消防署浮羽出張所の車庫前にお

いて車両点検中、運転者が消防ポンプ自動車から下車したところ、パーキングブ

レーキの引上げが不十分であったこと及び車輪止めを行っていなかったことから、

当該車両が敷地の傾斜により西側へ進行し、道路を隔てた西側住宅のブロック塀

に当該車両の前面が衝突し、破損させたものでございます。 

和解内容といたしましては、被害者側に損害賠償金として、ブロック塀等の修

繕料 １２０万９，０００円を支払うものでございます。 

本件につきましては、損害賠償について緊急を要し、専決処分をいたしており

ますので、ここにご報告申し上げ、承認を求めるものでございます。 

以上で説明を終わりますが、何卒、ご理解を賜りますよう、お願い申し上げま

す。 

○議長（石井俊一君）提案理由の説明は終わりました。 

これより質疑を行います。 

質疑はありませんか。 

（『なし』と呼ぶ者あり） 

質疑なしと認めます。 

これより討論を行います。 

討論はありませんか。 

（『なし』と呼ぶ者あり） 

討論なしと認めます。 

お諮りいたします。 

第１２号議案を、承認することにご異議はありませんか。 

（『なし』と呼ぶ者あり） 
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ご異議なしと認めます。 

よって、第１２号議案は、承認されました。 

◎  日程第１１  第１３号議案 

○議長（石井俊一君）次に、日程第１１、第１３号議案「令和３年度久留米広域市町

村圏事務組合広域消防特別会計補正予算（第１号）」を議題といたします。 

組合長に提案理由の説明を求めます。 

大久保組合長。 

○組合長（大久保勉君）第１３号議案、令和３年度久留米広域市町村圏事務組合広域

消防特別会計補正予算（第１号）についての提案理由につきまして、ご説明申し

上げます。 

本件は、消防車両整備事業の財源の一部として充当する緊急防災・減災事業債

の充当額を増額できることとなりましたことから、歳入予算を組み替えるととも

に、組合債の限度額の変更を行うものでございます。 

   以上で説明を終わりますが、何卒、ご理解を賜わり、満場のご賛同をお願い申

し上げます。 

○議長（石井俊一君）提案理由の説明は終わりました。 

これより質疑を行います。 

質疑はありませんか。 

（『なし』と呼ぶ者あり） 

質疑なしと認めます。 

これより討論を行います。 

討論はありませんか。 

（『なし』と呼ぶ者あり） 

討論なしと認めます。 

お諮りいたします。 

第１３号議案を、原案のとおり決定することにご異議はありませんか。 

（『なし』と呼ぶ者あり） 

ご異議なしと認めます。 

よって、第１３号議案は、原案のとおり可決されました。 

◎  日程第１２  第１４号議案 

○議長（石井俊一君）次に、日程第１２、第１４号議案「財産（高規格救急自動車）

の取得について」を議題といたします。 

組合長に提案理由の説明を求めます。 

大久保組合長。 

○組合長（大久保勉君）第１４号議案、財産（高規格救急自動車）の取得についての

提案理由につきまして、ご説明申し上げます。 

本件は、久留米消防署、三井消防署及び浮羽消防署に配備している高規格救急

自動車の老朽化に伴いまして、新たに、高規格救急自動車３台を １億１，１７４
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万２，０７７円で、取得しようとするものでございます。 

以上で説明を終わりますが、満場のご賛同を賜りますよう、宜しくお願い申し

上げます。 

○議長（石井俊一君）提案理由の説明は終わりました。 

これより質疑を行います。 

質疑はありませんか。 

（『なし』と呼ぶ者あり） 

質疑なしと認めます。 

これより討論を行います。 

討論はありませんか。 

（『なし』と呼ぶ者あり） 

討論なしと認めます。 

お諮りいたします。 

第１４号議案を、原案のとおり決定することにご異議はありませんか。 

（『なし』と呼ぶ者あり） 

ご異議なしと認めます。 

よって、第１４号議案は、原案のとおり可決されました。 

次に、お諮りいたします。 

本議会において議決されました案件で、条項、字句、数字、その他の整理を要

するものにつきましては、その処理を議長に委任されたいと思います。 

これにご異議はありませんか。 

（『なし』と呼ぶ者あり） 

ご異議なしと認めます。 

よって、議決されました案件で、条項、字句、数字、その他の整理は、議長に

委任することに決定いたしました。 

◎  日程第１３  会議録署名議員の指名 

○議長（石井俊一君）次に、日程第１３、「会議録署名議員の指名」を行います。 

７番、佐藤晶二議員、１８番、小畠裕司議員を指名いたします。 

◎  閉      会 

以上で、本議会に付議された案件は、全部終了いたしました。 

よって、令和３年第２回久留米広域市町村圏事務組合議会定例会を閉会いたし

ます。 

お疲れ様でした。 

＝午後３時２１分閉会＝ 
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地方自治法第１２３条第２項の規定により署名する。 
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